
回 覧                            令和８年５月１５日 

 村民各位 

日本赤十字社玉川村分区長 

 

日本赤十字の活動資金（社資）募集へのご協力について 

 

令和８年度日本赤十字社活動資金（社資）を募集いたします。 

 村民の皆さまには、各行政区の区長・組長を通して活動資金の募集を行いますので、赤十字 

活動の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

◆募 集の時 期  ５月下旬から６月下旬 

 

◆募 集の方 法  各行政区の区長・組長が各世帯を訪問して募集いたします。 

 

◆募 集 の 額  １世帯当たり、年額５００円以上 

          ※『赤十字事業資金領収書』を発行いたします。 

 

◆活動資金の使途  お寄せいただいた活動資金は、日本赤十字社の本社・福島県支部・地区や 

分区の活動費となり、災害発生時の緊急救援や復興支援、救護物資の贈呈、 

赤十字奉仕団による被災者支援活動、青少年育成、献血事業などを推進する 

ために活用されます。 

         ＊福島県は、東日本大震災の際に日本赤十字社から多くの支援をいただいて 

います。 

 

◆そ の 他  赤十字活動資金募集へのご協力は任意です。強制されるものではありません。 

 

✚村民の皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。 

 

 

【事務局 日赤玉川村分区（玉川村社会福祉協議会内） 電話５７－４４１０】 


